
相談例

☑ 採用から雇入れまでの手続について知りたい。
☑ 外国人材にはどんな仕事を任せることができるの？
☑ 「特定技能」として雇用する際の留意事項を聞きたい。
☑ 外国人材が職場に定着するためのポイントを知りたい。
☑ 外国人材にもっと活躍してもらうためにはどうしたらよいか。

Point!
・外国人材雇用の手続に関する専門家である行政書士が相談を承ります。
・自社での外国人材採用をご検討中の県内事業者の方が対象です。

※監理団体・登録支援機関の方のお申し込みはご遠慮ください。
・相談無料です！お気軽にご相談ください。

開催日
2022年

5月11日(水) 6月17日(金) 7月13日(水)

締切

各回開催一週間前

相談
方法

ご相談可能なお時間は30分間です。

相談方法は次の２つから選べます。

・午前：オンライン相談
・午後：対面相談 会場：群馬県庁（前橋市大手町1-1-1）

申込
方法

・事前申込制ですので、以下からお申し込みください（先着順）。

申込み用WEBサイトから申込み

以下のURLからアクセスし、必要事項を入力してください。
https://s-kantan.jp/pref-gunma-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7591

メールで申込み
以下のURLにアクセスし、申込書を入手し、ご記入の上、
問合せ先あてご提出ください。
https://www.pref.gunma.jp/03/ci11_00067.html

・対応の可否、相談時間等について、後日調整のうえ決定し、ご連絡します。

お問い合せ先：群馬県 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課
Tel: 027-226-3396 Mail: gunkurashi@pref.gunma.lg.jp

協力 群馬県行政書士会

外国人材受入れ相談会
外国人材の採用・定着のことで、お悩みはありませんか？


